
岡本の国会での質問

169-衆-厚生労働委員会-13号 平成 20年 05月 14日

○茂木委員長　次に、岡本充功君。

○岡本（充）委員　民主党の岡本でございます。

　きょうはナショナルセンターの法案の審議でありますけれども、問題が多いと思います。この問題

は後で幾つか指摘をしていくとして、法案の中身について少しお尋ねをしていきたいと思います。

通告をしております順番に従ってお伺いしていきます。

　まず、平成十一年三月に、国立病院等の再編に当たり、政策医療の分野を十九分野に特定し

ておりますが、今回の独法化によってこれらの政策医療をどこがどういうふうに担っていくというふう

にお考えなのか。

　例えば、がん対策について言えば、がん対策基本法の第三条には、国は、がん対策を総合的

に策定し、実施する責務を有する旨の規定がなされていますが、こういった責務を国が果たしてい

かなければいけないという中で独立行政法人化するということは、国としてこの責務が果たせなく

なるおそれもあるのではないかと懸念をするわけであります。そういった点については今後どのよう

にされるのか、お答えをいただきたいと思います。

○外口政府参考人　今まで果たしてきた政策医療、委員御指摘のがん対策もそうでございますけ

れども、そういったことにつきましては、今回の独法化によっても、引き続きナショナルセンターが

その中核を担っていくべきものと考えております。

　政策医療につきましては、御指摘のように、国立病院機構が医療分野ごとに、診療、臨床研究、

教育研修、情報発信の全国的なネットワークを構築することにより、医療の確保と質の向上を担っ

てきました。

　独法化後の国立高度専門医療センターにおいては、医療の均てん化等を推進する観点から、

がんやエイズ等の各医療政策における都道府県の中核的な医療機関等との連携をより一層図る

とともに、引き続き、国立病院機構の政策医療ネットワークとの連携も図ることとしております。

　政策医療ネットワークのあり方については、平成二十年度に国立病院機構の中期目標の期間

が終了することを踏まえて、同年度中に議論を深めてまいりますが、今まで続けてきた政策医療に

つきましては、ナショナルセンターが引き続き担っていきたいと考えております。

○岡本（充）委員　そういう意味でいうと、やはり、国が行うべき政策医療を定めておいて、なぜ今

回六つのナショナルセンターなのかという懸念もあるわけですね。ほかにもさまざまな疾病、疾患

を政策医療として挙げられている中で六つだということでありますけれども、この第三条、国立高度

専門医療研究センターの目的で、疾患を六疾患として他の疾患を採用しなかった理由。また、そ

のほかにも国が治療研究を行うべき疾患があると考えていますが、それに対する見解はいかがで

すか。

○外口政府参考人　まず、六つのセンターは、今行っているナショナルセンターの機能として、が

んや循環器や精神・神経、あるいは成育医療等をそのまま引き続き行っていくわけでございます。

これが一つでございます。

　それから、これ以外の疾患をどうするかという御指摘でございますけれども、これは今後の医療あ

るいは国民ニーズがどう進むかにもよるわけでございますけれども、仮に新たに政策的に必要だと

いうことになりますと、国立国際医療センターが総合的な診療機能、医療機能を持っておりますの

で、ここが中心となって対応していくことを考えております。



○岡本（充）委員　新たな独立行政法人並びに国立の研究所、病院等は今後はつくらない、こう

いう見解だと理解してよろしいのでしょうか。

○外口政府参考人　現在のところは、今あるこの六つの施設を中心に使命を果たしていきたいと

考えております。

○岡本（充）委員　現在のところじゃないです、将来のことを言っているんですね、今後どうするの

か。今の、きょうあすの話じゃないんです。未来に向かって長いビジョンで考えなきゃいけないこと

がたくさんあるし、現に今多くの患者さんが待ってみえていて、なかなか治療が進まない、研究が

進まない疾患もあるわけですね。こういう人もみえる。

　そういう中で、現在はという今の話で片づけずに、将来にわたってどういうビジョンか、これは大

臣にお答えいただきたいと思うんですけれども、どうでしょう。

○舛添国務大臣　委員御承知のように、政策医療として、採算ということではなくて、やはり高度の

研究を行っていくということをきちんとやっていかないといけないというふうに思っています。

　先ほど福島委員の方から、発達障害について特に研究を進める必要があるんじゃないか、例え

ばそういうことは私も考えております。これは、だからみんなで議論をした上で、将来にわたってど

ういう形で政策医療を担うのか。そういうことで、先ほど局長が答えましたように、今のところは数が

決まっている形になっていますけれども、将来国民の側から来るニーズ、それに応じた形で柔軟

な対応をすることの方が私はむしろよろしかろうと思っていますので、そういう課題については、ま

た今後、この国会の場でも議論をしながら前に進めていきたいと思っております。

○岡本（充）委員　ということであれば、今後、新しい独立行政法人でいくのか、それとも国、国立

でいくのか。大臣は、どちらがよりふさわしいというふうにお考えですか。

○舛添国務大臣　それは一長一短あって、先ほど来議論をしていますように、いろいろな民間の

資金を受け入れる、それから例えば外国の優秀な研究者を受け入れる、こういうところのプラスマ

イナスがあります。

　私が東大の先生をしていたときは、これは全く国立でした。もう少しこういう講座が欲しいなという

ようなときも制限がありましたが、独法になってそこがやはり自由になっています。しかし、恐らく委

員が御懸念の、ナショナルなセンターが、国が主導して本当に必要な政策医療ができるのか、こ

れは議論があろうと思いますけれども、私は、今、国際化しグローバル化された中で優秀な人を引

きつける、そして何もかも税金でやるというのは、御承知のような非常に厳しい財政状況の中で難

しい、やはり民間の寄附も潤沢に得られるような形でやれればと。そういう両方を兼ね合わせなが

ら考えていきたいというふうに思っております。

○岡本（充）委員　大臣、そう言いますけれども、今、民間の寄附も潤沢にあるわけじゃないんです

よね、なかなか集められませんよ。

　それで、ちょっと確認したいんです。私がちょっと拝見したところ、外国からの研究者も実際に今

在籍しているようですね。今の現状でも外国からの研究者を受け入れられないわけではないようで

あります、実際にみえるわけです。

　今言ったように、お金も民間から必ずしもそれだけ潤沢に来るかどうかわからない。国の責任を

ほうり投げているんじゃないかという指摘は、ある意味当たるんじゃないかと思っていますよ。研究

費は出せない、人件費も出せない、民間でやってください、民間から金を皆さん工夫してとってく

ださい、競争的資金を集めてくださいと言って、国の責務を投げているのではないかという批判も

私は出てくると思う。



　本当にこれからそういう政策医療を進めていこうと思うのであれば責任を持って、特に最初の、ま

さに助走期間というか、一番最初から、立ち上げた後は独法でやってくださいという話ではなかな

か難しい。例えば、最初のしばらくは国立でやって、もちろんある程度安定すれば、その後は独法

ということはあるかもしれないけれども、助走期間もないままに、いきなり最初から独法というのは厳

しいんじゃないか。そういう意見についてはどう思われますか。

○舛添国務大臣　それも一つの御意見だと思いますけれども、私自身が国立大学に籍を置いて

いて、プラスマイナスは今おっしゃったようにたくさんございます。しかし、本当に窮屈で、もう少し

自由度があったらどうかなと。

　私は法律の方ですけれども、例えば株なんかの証券法、こういう問題について研究なさる方がお

られなかった、やはり国の予算ではなかなか出ない。しかし、今考えてみると、あのサブプライムの

問題にしても、新しいヘッジファンドの問題にしてもいろいろ出てきている。こういうことをきちんとや

はり学問的に取り入れる、こういうことをその当時、では国が主導してできたか。それはもう国に先

見の明があるかどうか、そのトップの、大学の学長さんにあるかどうか、そういうことにもかかわって

きます。しかし、結局は冠講座のような形で、ある程度民間の資金が入った形でこれが可能になり

ました。

　ですから、私は、最終的に国が責任を放棄するということであってはいけないと思いますけれども、

独法になったから全くすべてできないかどうか。今おっしゃったように、助走のときにどう助けるか、

これはまた知恵を働かせたいと思います。こちらの組織でないと絶対できない、独法にしたらこれ

はもっとよくなる、そのまた逆であるということではないと思いますので、それはちょっと知恵を働か

せながら動かしてみたいというふうに思っております。

○岡本（充）委員　そういう意味でいうと、今回の六法人の中で、設立時期にすごく差があるんです

ね。まだ設立して間もないところもある。まさに助走期間だと言われているときに、いきなり独法だと

言われているわけですね。ここはちょっと知恵を働かせてもらえないものなんですか。

○舛添国務大臣　行革推進法という形で、これはもう、こういう形でやろうという政府・与党全体の

方針で決まった枠組みの中でやっております。しかし、運用をやりながら仮にも障害が出るような、

差しさわりがあるようなことがあれば、それはきちんと対応していきたいと思っております。

○岡本（充）委員　ぜひ、設立時期の違いによる差も勘案してもらわなければいけません。全く同

じようにここで、用意ドンでどうぞというスタートではない。それは局長にもお願いをしておかなけれ

ばいけません。

　その上で、今お話がありました行革推進法の話ですが、そもそも、「国として担うべき医療を行う

機関の間の緊密な連携を阻害しないよう留意しつつ、高度かつ専門的な医療センター、ハンセン

病療養所等特に必要があるものを除き、独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行う」、中央

省庁等改革基本法においてそのようなこととしていたと私は承知しています。改めて聞くわけです

けれども、今回、行革推進法でこの方針を転換した理由は何なんですか。

○外口政府参考人　平成九年の行政改革会議におきましては、国立高度専門医療センターにつ

きましては、国立高度専門医療センターが行う先駆的医療は不採算であること、研究がその業務

において高いウエートを占めていることから、平成十六年四月に旧国立病院・療養所が独立行政

法人となった際にも、これらと区別して、国の施設等機関として残すこととしたものであります。

　しかしながら、国立高度専門医療センターの担う高度先駆的な医療に係る機能を充実強化して

いくという観点からは、大学や民間企業との連携、人事交流や民間資金の活用において利点が

考えられることなどから、今般、国立高度専門医療センターは非公務員型の独立行政法人とする

こととしたものであります。



　なお、行革推進法においては、既に、国立高度専門医療センター特別会計を平成二十二年度

に廃止すること、国立高度専門医療センターを必要な措置を講じた上で独立行政法人に移行さ

せることが決定されているところでございます。

○岡本（充）委員　いや、もう話が決まっちゃったからみたいな話ではなくて、これまで必要なもの

だという例に挙げていたにもかかわらず、なぜ今回方針を変更し、なおかつ、ハンセン病療養所

が今回この法案には入っていない理由は何なのかということをもう少し私は突き詰めなきゃいけな

いと思っている。

　まさか、定員純減しなきゃいけない、ちょうど五千六百人、この辺純減できそうだから、人数合わ

せでちょうどいいからなんということで独法化するということでは、これはやはりけしからぬですよ。

そういうことであってはいけない。財務当局から言われているからどこか純減しなきゃいけない、そ

ういう人身御供にするようなことではいけないと私は考えているんですね。

　その上で、では、国立病院や療養所は公務員型の独立行政法人であるのに、なぜナショナルセ

ンターは非公務員型とするのか。また、実際、現在でも民間からの資金導入、共同研究は間接的

なものを含めて不可能ではないと考えていますが、どうでしょうか。また、外国人の研究者は何人

在籍しているのか。一般的に独立行政法人になるメリットと言われているこの二点、これについて

お答えをいただきたいと思います。

○外口政府参考人　まず最初に、国立病院・療養所が公務員型なのに、なぜ国立高度専門医療

センターは非公務員型にするのかという理由でございます。

　国立高度専門医療センターについては、これは、簡素で効率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律及び国の行政機関の定員の純減についてという閣議決定において、非

公務員型の独立行政法人とすることとなっております。この独立行政法人の職員の身分を非公務

員化することによりまして、大学や企業との人的交流、すぐれた能力を持つ外国人幹部の登用な

どが可能となることや、国の機関ではなくなるため、寄附金など民間資金の受け入れが容易となる

こと等から、より積極的な研究の実施などが可能となり、迅速な研究成果を得ることができると見込

まれております。

　このように、国立高度専門医療センターは、独立行政法人化することにより、国の医療政策と一

体となって我が国の医療を牽引し、かつ世界の医療水準の向上にも寄与すると考えております。

　そして、外国人研究者また外部資金の受け入れのお話でございますけれども、まず外国人研究

者については、今、計二十六名在籍しております。（岡本（充）委員「国家公務員としてですか」と

呼ぶ）いや、これは常勤の研究者が五名で、非常勤職員が二十一名でございます。これは任期つ

き研究員の形になっております。

　この外国人の受け入れでございますけれども、やはり組織を独立行政法人化かつ非公務員化と

した方が、処遇、それからポストの増減とかそういったことで柔軟性ができますので、これは、独立

行政法人化かつ非公務員化の方が受け入れはやりやすくなると思っております。

　それから資金の方についてでございますけれども、確かに、外部資金ということで、例えば治験

のような委託の形の資金の受け入れは可能でございますけれども、寄附金の形の受け入れという

のはこれはできないわけでございまして、こういったことでも、独立行政法人化の方がより柔軟にな

ると思っております。

○岡本（充）委員　受託研究はできるわけですよね。実際に外国人の研究者は在籍しているわけ

ですよね。これは別に独立行政法人にしなくても、現状でもできている話です。

　それから、一般会計にできないのかどうかですけれども、これは確認したいんですけれども、ハン

セン病療養所は一般会計であるということでよろしいんですね。なぜハンセン病療養所は一般会

計であるのか、その理由。

　また、ナショナルセンターも、特別会計を廃止して一般会計とすることが技術的に可能なのかどう



かということをまず答弁を求めた上で、施設整備費などで多額の資本的支出を求められるナショナ

ルセンター、例えば、現実的にもう施設改修が進んでいる成育並びにがんセンターのようなところ、

また、今後これらの費用が大きな負担となることが予想されるところに手当てはするのか。また、こ

の独法化に伴って、これから施設整備に費用を投じなければならないナショナルセンター、具体

的には、長寿センターなどは施設整備がこれからまだ必要だと思います。こういうところは費用の

捻出が独法化で逆に難しくなると考えられるわけですけれども、こういうところに対する手当ては、

今回の法改正後、何らかとられるのでしょうか。

○茂木委員長　外口医政局長、うなずくのではなくて言葉でちゃんと答えてください。

○外口政府参考人　まず、一般会計でどうなのかという御指摘でございますけれども、国立ハンセ

ン病療養所、これは一般会計でございます。

　国立ハンセン病療養所につきましては、これまでの歴史的経緯を踏まえ、国みずからが責任を

持って運営する必要がありますので、基本的に診療収入をもってそれに必要な経費に充てている

通常の病院事業とは区別して、一般会計で経理をしております。

　国立高度専門医療センターの運営を一般会計で行うこととした場合、どうなるかということでござ

いますけれども、まず一番困るのが、これは高度医療に対応するための施設整備や大型医療機

械について、財政融資資金、いわゆる財投による整備が困難になります。また、ハンセン病療養

所と違って、ナショナルセンターぐらいの規模になると会計規模も大きくなりますので、経費節減を

図っても、その成果は国庫に返還されるという一般会計の仕組みですと経営上のインセンティブ

が働きにくいということもございますし、また、弾力条項とか剰余金の積み立てによる経営の弾力化

が難しくなるということもございます。

　こういったことを踏まえますと、一般会計で経理することはなかなか難しいのではないかと考えて

おります。

　次に、施設整備のお話でございますが、施設整備に関する財源につきましては、これは収益を

上げることが可能である病院部門においては原則自己財源、それは財政融資資金からの長期借

入金等で行います。ただ、研究所等の不採算部門においては、施設整備補助金により整備する

ことがこれまでと同様に原則となるものと考えております。

　この具体的な措置の内容については、今後、財政当局を初めとする関係機関と協議、調整を進

めていくわけでございますけれども、御指摘の例えば長寿医療センター、これは一番最後にでき

た施設でございます。そういった意味で確かにハンディがあるわけでございまして、そういったこと

を踏まえてどうしていくかということも、これもまた財政当局等とこれから調整を進めていくわけでご

ざいますけれども、私どもといたしましては、やはり安定的な運営ということが大変大事でございま

すので、そういったことを踏まえて協議を進めていきたいと考えております。

○岡本（充）委員　確認なんですけれども、別に、大型機械や医療機器を買うのは建設国債を発

行して一般会計で賄うことも可能なはずです、財投債が使えなくても。そういう意味では、資産に

なるわけですから、そういう方法をとれば技術的には不可能ではないんじゃないかと私は考えてい

るんです。

　技術的に不可能なのか不可能じゃないのか、そこをお答えいただきたい。

○外口政府参考人　技術的には不可能ではないと思いますけれども、大変使いにくい制度である

と思います。

○岡本（充）委員　何でハンセン病療養所が一般会計でできるのか。これは、まさか、これまた指

摘をして国会では答弁できないかもしれませんけれども、例えば予算規模が小さいからとか、財務

省にお金を出してもらえる理由が明確だからとか、こういう理由でよもやハンセン病療養所だけ



残っているということではないであろうなということを私は懸念するわけですね。つまり、国としての

責務でやらなければいけないことは何なのか、これを考えたときに、本当に、人数合わせやお金の

話だけで話を進めていくと非常に不合理が出てくると思っています。

　その一例が、それぞれのセンターは研究所や高度な専門性が求められる病院が附属してあった

り、また、例えば医療の成果の均てん化を図るなど、こういったものはなかなか、採算を評価しろと

いっても難しいですね。どのように均てん化したのか、これで採算を図っていけというのは、なかな

かこの業績評価は難しい。こういった業績評価をどうやって行っていくのか、中期目標にどうやっ

てこれを反映させるのか、これは難しいですよ。

　それから、ナショナルセンターがその機能を果たしていくためには国の支援は不可欠だと思うん

だけれども、今回、ほかの独立行政法人と同じように運営費交付金を算定して、毎年毎年一％ず

つ減らしていくという仕組みをとっていくと、先ほどポストをふやすと言ったけれども、逆に、ポストが

ふえることにはならない。むしろ何を減らしていくかといえば、後ほどもちょっとお話ししますけれど

も、財政の状況を考えると、やはり人件費を減らすという話にどうしてもなってくる。こういうことで本

当にいいのかということを大臣にもお考えいただきたいと私は思っています。

　また、今回の独立行政法人は、ほかの独立行政法人とは異なる支援方法もしくは運営費交付金

の算定を想定しているのかの答弁もお願いをしたいと思います。

　また、平成十八年六月の閣議決定で、国の行政機関の定員の純減について、「機能を的確に

果たせるよう、必要な制度的・財政的措置を講じた上で」独立行政法人に移行するとしているけれ

ども、今回、必要な制度的、財政的措置というのはどういうことを想定しているのか、これについて

もお答えをいただきたいと思います。

○外口政府参考人　最初に、不採算部門の評価についての御指摘でございます。

　国立高度専門医療センターについては、独立行政法人化後においても、国民の健康に重大な

影響のある特定の疾患等に関して臨床研究の推進、医療の均てん化などを行うことにより、我が

国の医療政策の牽引車としての役割を果たすこととしております。そのためには、不採算な研究

や医療であっても、我が国の医療技術の向上を図る上で必要な研究や医療については引き続き

実施される必要があります。

　これらの業務の評価については、法人の政策目標達成状況、国民生活及び社会経済の安定等

への寄与、利用者、受益者等のニーズとの整合性、効率化や質の向上等の達成状況といった観

点から、評価委員会において適正な評価がなされるものと認識をしております。

　それから、ほかの独立行政法人とは異なる支援方法、あるいは十八年六月の閣議決定につい

ての御指摘でございます。

　国立高度専門医療センターに対しては、難病等に対する診断や治療、研究、研修等の不採算

な業務の実施に必要な経費の財源として、一般会計から所要額の繰り入れを行っております。今

の繰入額は収入のうちの約三割でございます。

　独法化後の国立高度専門医療センターにおいても、これらの不採算な業務を引き続き実施する

ために運営費交付金の交付は不可欠であり、また、閣議決定の趣旨を踏まえ、各センターがその

機能を的確に果たせるよう適切に対応する必要があるものと考えております。具体的な運営費交

付金の算定基準及び方法等の措置につきましては、独法化後の各国立高度専門医療センター

の業務が確実に実施できるよう、財政当局を初めとする関係機関と調整、協議を進めてまいりたい

と考えております。

○舛添国務大臣　私は、先ほど申し上げましたように国立大学におりましたけれども、その中にい

て、国際的な研究をする、人事交流をする、もっと自由な形で競争性が入れられないのかなという

のが常に問題意識としてありました。

　国立大学を独法化する過程においては、今委員がおっしゃったようなことも含めていろいろな議



論がありましたけれども、財源的なことは今局長がお答えしたとおりでありますけれども、私は、や

はり国立の機関といえども、大きな使命は担っている、しかし改善すべきは改善すべきだろうという

ふうに思っています。

　例えば、外国人の非常にすぐれた研究者の方を登用するのに、いわゆる客員的な形では使える

んですけれども、本当に日本人と同じようにやると、それは国家公務員法の規定にひっかかって、

特別権力関係だみたいなことを言われちゃうわけですね。ですから、今回独法化することによって

そこの柔軟性が担保された。

　確かに、潤沢な資金が民間から来るかどうかというのはそれはありますけれども、枠組みとしては

そういうことも入れることができるようになったと思いますので、利点を生かし、委員が御指摘になっ

たような問題点については財務当局とも話をし、運用の面で支障を来さないように努力をしてまい

りたいと思っております。

　　　　〔委員長退席、吉野委員長代理着席〕

○岡本（充）委員　人件費の話についてちょっともう一点だけ確認しておきたいんですけれども、

人件費削減について、ナショナルセンターは平成二十二年から独立行政法人に移行することとし

ていますけれども、平成十八年から五年間で五％削減するという行政改革推進法第五十三条は

どのような適用になるんでしょうか。

○外口政府参考人　独立行政法人の人件費については、御指摘のように、平成十八年に成立し

た行革推進法において、役職員に係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で

五％以上を減少させることを基本として、人件費の削減に取り組むこととされております。

　独法化後の各国立高度専門医療センターにおいてもこの趣旨を踏まえることになりますので、

中期目標の達成や必要な診療機能の低下の防止などに配慮しながら、組織のあり方や給与制度、

あるいは外部委託の検討などの取り組みがなされるものと考えております。でございますので、外

部委託などを活用しながら、人件費の削減の方向ということの趣旨は踏まえつつも、必要な部分、

拡充すべき部分については、これは工夫しながら実施していきたいと考えております。

○岡本（充）委員　答弁になっていませんよ。

　十八年から五年間で五％削減と言っているんです。十八年の段階では独立行政法人でなかっ

た今回のこの各六センターが、本法案が成立した後、何を基準に五％という話になってくるのか、

それとも、そもそも五％という数字はかからないのか、ここをはっきり答えていただきたいんです。

○外口政府参考人　十八年度以降のこの考え方でございますけれども、事実関係を申し上げま

すと、今、関係省庁と細部について協議中でございます。私どもといたしましては、やはり国立高

度専門医療センターの使命を果たすべく、ここのところをできるだけ柔軟に対応したいと考えてお

りますので、その観点で協議を続けているところでございます。

○岡本（充）委員　大臣、どうされますか。

○舛添国務大臣　行政改革ということは、党でも、それから御党を含めてみんなで議論をしてきま

した。この行革法は「簡素で効率的な政府を実現するための」という冠がかかっています。やはり

個々の、私が先ほど国立大学について例を申し上げましたように、自由な競争をして、優秀な人

がきちんと仕事ができる、そのためにはもちろん業績の評価も必要です。しかし反面、非常に非効

率的、そういう方々が、身分が安定しているという保障のもとにあぐらをかいて仕事をしない人を私

は現実に見てきた。こういうことに対して、やはりある程度の刺激が必要であろう。

　したがって、私自身がこの法律の作成にかかわったわけではありませんけれども、立法者の意思

としては、五％の削減を五年間においてかけるということで、今私が申し上げたような、組織の中で



ある意味で腐敗した部分、このことに対する一つの対応をとれということが立法者の意図であろうと

いうふうに思っております。

　したがって、実態を見て、それは外国の優秀な方が同じ給料でもっといい仕事をしてくださるとい

うことがあれば、そういう方をお招きしてもいいし、しかし、日本の研究者の方がしっかりおやりに

なっているということであれば、一律に、何もかもしゃくし定規に五％ということはないと思いますか

ら、これは先ほど申し上げましたように、財務省とも協議をしながら、運用の面でこういうことはやっ

ていきたい。

　しかし、人件費について五年で五％ですから、人件費というのは研究者だけではありません。い

ろいろな一般の事務的な方、それから、例えば運転をなさる方もおられるでしょう。そういうときに、

全部何もかも自分で抱えるということをやらなくても、外注、アウトソーシングをすることによってよく

なる。それはもう道路関係でも何でも、我々は余りにひどい状況を見てきて、何もしないでぼけっと

している、それなら外注した方がいいじゃないかという議論をむしろやってきましたね。

　ですから、こういうことを含めて全体的に見て、使命を果たすに当たってこの条項がきちんと立法

者の意図どおりに動くようにするということをまずやるべきであって、そして、いや、実態はそうじゃ

ありませんということであれば、それはきちんとそこの場において対応したい、そういうふうに思って

おります。

○岡本（充）委員　大臣がそう思っても、独立行政法人になったら、大臣のそういう意思は働かなく

なってきますよね。働かない。結局、優秀な人にはお金を出して、今言われた、言葉が適切かどう

か知りませんけれども働きの悪い人、私はそう言わせてもらいますが、働きの比較的よくない人、こ

の人たちにはお引き取りを願うということで人件費の総額を減らすという方式が本当にとれるかとい

うと、そうはいかない、なかなかいかなくて、一律にカットという形になることが往々にして多いわけ

ですよね。

　例えば運営費交付金、国立大学だって今は法人になって国から出てきていますけれども、では、

学部間をまたいで、あなたの学部はこれだけ削減しなさい、うちの学部はこれだけ頑張っているん

だから削減しませんよなんということはなかなか言えないんですよ。これは大臣も御存じのはずで

す。そうすると、どうなっているかというと、大学の中で一律にみんなで、全部の学部を横断的にこ

れだけ減らしましょうみたいな話になって、頑張っている頑張っていないなんか関係なく、これがあ

る意味、日本人のいいところかもしれないけれども、こういう平等意識が働いてしまうと、結局、一生

懸命頑張っている人も減ってくるという話になるんです。

　ところが、大臣はそうしたいと思っても、その意思が独立行政法人になったら働きませんよ。だか

らこそ、本当にこのまま独立行政法人にしていいのか。はっきり言いますけれども、ここで、わかり

ました、すぐ賛成、そういう話じゃないんじゃないかという懸念を私は強く持つわけなんですね。ど

うぞ。

○舛添国務大臣　五年間で五％ですから一年間で一％、そうすると、例えば百万円というお金の

一％は一万円ですから、それを今おっしゃったような研究者レベルで下げるということではなくて、

事務的なことを含めて、その組織がやらないと絶対にできないのか。私はアウトソーシングという手

で減らすことも十分可能だと思いますから、中核的な研究のセンターとしての本来的な使命を果た

す方々についてはきちんと業績評価をした上で仕事をしていただく、だけれども、周辺の、それを

サポートするロジ的な側面について、私はやはり外注もあっていいんじゃないか。

　ここのところずっと行政改革の議論をしてきて、何もかも役所が抱えている、何もかも大学が抱え

ている、そのことによる無駄。先ほどどなたかが御質問なさって、バスの運転手さんの例があって、

市営の、町のバスの運転手さんと民間で比べるとはるかに町の方がいい、そういう例がございまし

たね。

　これは大きな議論でありますけれども、何もかもそういうふうにして組織が持つのか、外注するの



か。私は、例えば優秀な研究者は残す、そこの人件費は削減しない、しかし、ロジ的な面で外注

できるものを外注することによって例えば年間一％は捻出できるのではないか、そういうことも考え

ております。

○岡本（充）委員　私が指摘しているのは年間一％じゃない、これは十八年と比べて五％というの

に、二十二年からスタートして、二十三年には五％減らせという話は無理がありますよねということ

の確認をしている。それは確認はさせてもらいました。

　その上で、後ほど話そうと思っていましたけれども、今、研究所にみえる研究員の常勤の方は少

ないですよ、一つの部門で三人とか。一つの部門でそんな形でみえて、あとは、本当にさまざまな

資金を捻出する形で人件費を払っているポスドクの人たちがたくさんみえるわけですね。だから、

そこを、そこのロジをちょっとアウトソーシングにしましょう、そういうことはやはりできない。これは後

でお話しします。

　それから、確認しなきゃいけないことをもう二点ぐらい確認しておきます。

　研究所の今の人材確保ですけれども、これは現場からの声でありましたが、例えば大学と違って

学生さんがいないから、人材確保も結構大変なようであります。例えば医学部の臨床実習などで

来る方はみえるようですけれども、それ以外で、例えば基礎医学や医学部以外の学生実習などで

大学から学生を受け入れている実績はどんな感じであるのか。また、大学における単位認定をそ

れでしているのかどうか。また、大学院機能を持たせて修士等の学位授与など、どのような実績が

あるのか。

　そういった形で、今後どういう形で、要するに学生にこの研究所が一つの研究機関として、自分

の働き口として、研究場としてどのように認識をしてもらって、この研究所が新しい人材を確保して

いけるのか。これも重要な課題だと思っておるわけでありますけれども、実績を踏まえ、今後のとる

べき政策について答弁を求めます。

○外口政府参考人　国立高度専門医療センターは教育機関ではありませんので、例えば学位授

与等ができないなど、一定の制約はあるわけでございます。ただ、御指摘のように、新たに日本の

医学、医療を担っていただく方にこういった施設をよく見ていただく、あるいは、できれば何らかの

形で参加していただくことは大変重要だと思います。

　現状を申し上げますと、例えば研究所の部長が大学の客員教授を併任するなどによって、いわ

ゆる連携大学院の形で大学院生の受け入れ、こういうものは可能でございます。（岡本（充）委員

「実績は」と呼ぶ）実績については、今ちょっと細かい数字までは把握……（岡本（充）委員「通告

しているはずですよ」と呼ぶ）ちょっと待ってください。

　一部紹介いたしますと、国立循環器病センターにおいては、例えば阪大の併任教授となってい

る心臓生理部長が毎年一人学生を受け入れておりますし、同様の形式で、循環器形態部長は八

名から十名を受け入れている。バイオサイエンス部長は三名から四名、放射線医学部長は四名か

ら五名、あるいは研究機器開発試験室長も二名ないし三名を受け入れ、そういう実績がございま

す。国立精神・神経センターにおきましても、部長が早稲田大学の理工学部の大学院の客員教

員という形で併任をしまして、やはり数人受け入れているようでございます。そういった実績がござ

います。

　それで、国立高度専門医療センターの人材育成に当たりましては、これは、臨床研究とか基礎

研究の成果を臨床での実用化につなげる研究等の領域において、他の研究機関や医療機関に

おいて指導者の中のまた指導者、そういった方を輩出できるよう、また明確なキャリアパスというも

のもつくっていくことが大事でございますので、こういった連携大学院を通じた大学等の交流につ

いても推進していきたいと考えております。

○岡本（充）委員　もう少しまとめたものを後刻でいいので、いただきたいと思います。お願いしま

す。



　その上で、一人、二人、なかなかそれでは人材確保も難しいでしょう。それから、世界各地から優

秀な研究者にと先ほど大臣言われましたけれども、今の給与体系ではとても難しいし、独立行政

法人になったからといって、人件費削減だと言われている以上は、これはますますもって難しい話

なんですね。片一方で人件費を上げなさい、上げて、いい人を採ったらどうですかと。でも実際の

ところ、それぞれの部門には三人しか定員の枠がない、これもまた人件費を減らしなさいという話

がかかっていて、しかも、いい研究者は世界から高い給料で雇いなさいと。無理がある。言ってい

ることが矛盾しているんですよね。これは考えてもらえばわかる話なんです。

　それで、この話は、また恐らく他の委員も指摘をされると思いますからこの辺にして、次の話なん

ですけれども、第二十四条の厚生労働大臣の業務実施要求権は、中期計画に規定する業務より

優先して行う必要のある緊急的な業務と解するんですけれども、具体的には、どのような事態に、

どのような業務を想定しているのか。

　また、新型インフルエンザの審議がこの前ありましたけれども、では、国際医療センターにおいて

どの程度の対応が実際に可能なんでしょう。収容可能病床数や外来での診療可能人数、一日当

たりで結構です、具体的な数値での答弁を求めたいと思います。

　また、今回、中国での大地震やミャンマーでのハリケーン災害など、大変な災害が各地で起こっ

ています。こういったところに対して、具体的にどのような災害医療支援をする予定であるのか、ま

た、先方国にどのような申し入れをしているのか、派遣する職種の詳細、人数や派遣日数等の規

模を含めて答弁を求めたいと思います。

○外口政府参考人　最初に、第二十四条の厚生労働大臣の業務実施要求権でございますけれ

ども、これは、第二十四条が定める緊急的な事態及び業務としては、未知の感染症が発生した際

に現地に専門家を派遣すること、あるいは災害発生時にＰＴＳＤ対策の専門家を派遣すること、ま

た、災害発生時に避難所に避難している高齢者の方が廃用症候群を起こさないように、廃用症候

群の予防の専門家を派遣することなどを想定しております。

　次に、新型インフルエンザ対策の関係でございますけれども、御存じのように、国際医療セン

ターは特定感染症指定医療機関の指定を受けておりますので、新感染症の所見がある者または

一類感染症もしくは二類感染症の患者の入院を担当させる医療機関としての役割を担っていると

ころでございます。

　もちろん新型インフルエンザの患者が発生した場合には、特定感染症指定を受けている病床と

いうのは非常に少なく、四床でございますので、実際には、患者の発生状況に応じて、他の病棟

を専用病棟として設定して、一般の患者さんとインフルエンザの患者さんを分離して診療に当たる

などの対策になると考えております。

　それで、人数等につきましては、これは新型インフルエンザの患者が発生した場合は可能な限り

受け入れることとしておりまして、患者を制限するような数値設定は現在のところ行っておりません。

引き続き、この新型インフルエンザの昨今の動向に合わせまして、さまざまなシミュレーションをし

ていきたいと考えております。

　次に、災害派遣の問題でございますけれども、これは、中国での大地震やあるいはミャンマーで

のサイクロン災害も最近起きておりますけれども、被災地への派遣については、国際緊急援助隊

の派遣に関する法律に基づいて、被災国政府等からの要請により、独立行政法人国際協力機構、

ＪＩＣＡを通じて派遣を行う形式となります。

　なお、今回の災害に関しては、現段階ではまだ被災国政府等からの派遣要請はないために、国

立国際医療センターでは対応しておりませんが、過去同様の案件があったときには、医師及び看

護師等を派遣しているところでございます。

○岡本（充）委員　大臣、日本国から出します旨、申し入れをしていないんですか。向こうから言わ

れなきゃやらないという今の局長の答弁ですよ。



　それから、局長、何人収容可能なのか、これは人数をお答えいただきたい。それから、外来は何

人まで診られるのか。

○舛添国務大臣　まず、先ほど局長の答え、今の最後の点をお答えいたしますけれども、病床は

四床しかございません。しかし、そういう事態、新型インフルエンザ患者が発生した場合には、他

の病棟をこの専用病棟に設定することによって病床をふやすという措置をとりたいと思っています。

　昨日、私は、官邸に夕方、新潟の国際会議が終わって戻ってきました。そこでもこの問題を確認

いたしましたけれども、ミャンマー政府に対して、サイクロンの被害に対してこちらからの申し出は

行っておりますけれども、昨夜段階では全く何の返答もありません。大変遺憾だというふうに思い

ます。そしてまた中国の方からも、今のところはまだ何も人的な派遣要請はございません。それが

現状であります。（岡本（充）委員「こちらからアプローチは」と呼ぶ）

　ミャンマーについては、こちらからのアプローチをしております。中国につきましては、これは五

億ドルの支援を行うということを既に政府として決めて、そういう意味ではアプローチを行っており

ますが、そこから先、今現状としてどれだけの被害があるのか、そして、例えば瓦れきの下に埋

まっている方々、こういう方をまず救出するのが最初でしょうから、そうすると、災害派遣のそういう

専門家、自衛隊を含めてそういう方がまず先になろうと思います。

　今のところ、感染症、こういうものに対する要請ないし現状がそういうことであるという状況がまだ

我々の段階ではつかんでおりませんし、また、そういうことの報道も含め、中国政府からの情報もご

ざいません。しかし、もし仮に感染症、そういうことで我々が支援できることがあれば、それは中国

に対して直ちにアクションをとりたい、こちらから、そういうことについて意見を求めるということはや

りたいと思います。

　ミャンマーについては、先ほど申し上げました、もう既に感染症が起こっていますから、既に行っ

ておるところでございます。

○外口政府参考人　国立国際医療センターで行っている一つの想定としては、例えば、現在のＩ

ＣＵとセンターの十二階から十六階までをインフルエンザ専用とする。そうすると約二百床になりま

す。そういった想定をしておりますけれども、これも大分状況によって変わりますので、まだまだ、

もっと詰めたシミュレーションが必要だと考えております。

○岡本（充）委員　今入っている二百人の方がどこに行くのかも考えなきゃいけないんですよ。だ

から、これはやはりシミュレーションをしておかないと、きょう私が指摘しましたから、またこういう話を

聞かせてもらいますよ。しっかりシミュレーションをしておいていただきたい。そういう、それぞれの

病院に機能が求められているわけです。

　きょう資料をお配りしました。これは、それぞれの病院がどういう患者さんを受け入れているか。

　例えば国際医療センター国府台病院は、なぜか三分の二の患者さんが精神疾患なんですね。

これは、国際医療、災害医療の話とはちょっと違うんじゃないか。実際に診ている患者さんと現状

が違う、こういう状況になっている。この経緯も私はきょう本当は問いたいところであります。肝炎対

策のためという話を聞いておりますが、別に、肝炎の治療をするに当たって、必ずしもこの病院で

ある必要はなかったはずでありますが、それぞれの医療機関の状況をこれはどう峻別していくのか。

　おめくりいただいて、一枚、二枚、三枚、四枚、五枚目ですけれども、ここにＣ型肝炎の、全国Ｃ

型肝炎診療懇談会報告書において、国がどこを中核医療機関として定めるかというところが書い

てありますが、真ん中以降に、国の感染症の拠点である国立国際医療センターにこれらの中核機

能を担わせることが適切であるが、現在の敷地は手狭であるとともに、病棟の建てかえ整備により

病床数が減少することから、同敷地内でできない、したがって国府台病院にしましょうか、こういう

紙も出ているわけですね。

　こういう話で機能病院を決めていくというのはどうなのか。本来の機能とかけ離れて、とりあえず

場所があいているからという話では困るんです。



　また、それぞれの診療圏、どこから患者さんが来ているか。これは下の段ですけれども、例えば

長寿医療センターには、これは特徴的なんですが、他府県からの患者さんが非常に少ない。がん

センターや循環器病センターに比べると他府県の割合が少ないです。

　実際に、一枚めくっていただいて、関西の地図が出ております。この地図で見ますと、循環器病

センターでは、兵庫県や京都府その他の都府県からも患者さんが、約四分の一ぐらいの方が来ら

れています。それに対して、一枚めくっていただいて、長寿医療センターにおいてはもうほとんど

が近隣市町村に限られています。こういう形で、本当に長寿医療の研究を担う医療機関としてふさ

わしいのか。

　アルツハイマーの研究をしているそうです。アルツハイマー、全国にあるはずです。全国からア

ルツハイマーの患者さんが集まる医療機関になっているというのであればわかりますが、近隣の患

者さんが集まるだけの医療機関ではやはりまずい。こういう部分の交通整理をやはり国としてもし

ていかなきゃいけないんです。これは近隣の方ばかりなんですよ、大臣、よく見てください。

　めくっていただいて、では、どういう方が入院していますかと、これはヒストグラムを厚生労働省に

つくってもらいました。比較的若い方も入っているんです。

　そもそも、局長、長寿という定義が厚生労働省はないんじゃないですか。アルツハイマーの研究

はやっている。では、アルツハイマーと長寿が関係するのか、こういう話にもなってくるわけです。

長く生きていくということだけがいいわけではないと言いたいんでしょうけれども、これは後ほどぜ

ひ御答弁いただきたいと思います、長寿の定義。ちょっと続けさせてください。

　こういうような機能分担をきちっとしていくべきだという話があり、二枚めくっていただきますと、今

のナショナルセンターの経営試算を出しています。これは、ごらんいただきますとわかるように、施

設の建てかえをしたところ、例えば先ほどお話ししました成育医療センター、資本的支出の部分の、

いわゆる国債整理基金特会への繰り入れと書いていますけれども、いわゆる建てかえをしたことに

伴う費用は大きく負担が出ておることがおわかりだと思いますが、二十六億六千八百万ですか、か

なりなお金です。また、国立がんセンターも同様に支出が七十二億一千四百万円と多額になって

おり、赤字の原因になっています。こういったお金を独立行政法人になったらだれが持つのか。

　その一方で長寿医療センターは、先ほどの、まさに助走期間中ですから支出が少ない。つまり、

きのうも私行ってきました、まだ穴があいている通路の渡り廊下の壁がありましたよ。ああいうところ

も整備しなきゃいけない。そういうところをどう見ていくかですよ。

　ここまでのところで、局長、今の長寿の定義についても含めて何か御答弁があれば。

○外口政府参考人　最初に、国府台病院の肝炎センターの関係でございます。

　御存じのように、国府台病院が国立国際医療センターの組織になったのは本年四月でございま

すので、御指摘の入院患者さんの比率につきましては、過去の国立精神・神経センターの影響が

入っているわけでございます。

　もちろん、国府台病院、この十月に肝炎・免疫研究センターを設置するわけでございますけれど

も、そうかといって、国立の精神・神経センター時代に培った児童精神とか精神科救急とかそう

いった、その地域にやはりどうしても必要な組織についてはこれは残した上で、新しい使命の方に

次第に切りかえていく、そういうことになると思います。

　それから長寿医療センターでございます。

　まず、長寿の意味でございますけれども、これは国立長寿医療センターをつくったときの設立検

討委員会の考え方としては、長寿については、高齢者が自立した生活を営むために必要な医療

としておりまして、その対象となる疾患の範囲は、御指摘のアルツハイマーあるいは骨粗鬆症、そ

ういった老化に伴う疾患が挙げられているところでございます。

　この国立長寿医療センターはナショナルセンターとして、高齢者の心と体の自律を促進して、健

康長寿社会の構築に貢献することを理念として、病院においては、高度先駆的医療や高齢者の

特殊性を考慮したモデル医療のほか、研究所と一体となった臨床研究の推進等の提供を行って



いるところでありますし、また、今後、在宅医療を推進していく上での拠点的な役割も期待している

ところでございます。

　ただ、近隣に一般の市民病院等がないせいもあって、これはどうしても、長寿医療と申しましても、

例えば救急の患者さん等が来られた場合に断るというのはこれはなかなか難しゅうございまして、

また、そういったことはある程度やむを得ないのかな、そういうふうに考えております。

　それからあと、施設整備等を今後どう考えていくかということでございますけれども、資本収支と

かいろいろトータルで見ると一応それぞれ黒字でございますので、そこはいろいろな工夫をしなが

ら、借入金等を上手に使いながら必要な整備を進める。また、研究所等、そういったものについて

は補助金も活用し、そういったことで整備していきたいと考えております。

○岡本（充）委員　今入院患者さんの話が出ましたけれども、続いて、長期入院もこうやってたくさ

んみえるんです。めくっていただいて、最後の方の縦紙ですけれども、国府台病院もこれだけの

方が一年以上入院している。この方を、では肝炎対策になりましたから出ていってください、そう簡

単になかなか、そういうことは難しいんじゃないか、私はこれを指摘しておきたい。こういう方の処遇

も含めて考えなければいけないと思っています。

　続いて、その先が給与の話です。医師の給与がここに書いてあります。

　三十六歳をモデルとしたのは、私がもし勤めたら一体幾らになるのかということで出してもらいま

した。月収六十二万。私の同僚が、同級生が勤めていますから聞いてみましたら、まあ、こんなも

のだと。しかも、愛知県の長寿センターの場合はこれだけのいわゆる地域手当が出ませんから、七

十九万円にはとてもならないという話です。

　こういう状況であるからこそでありましょうけれども、これが一つの原因だと思いますが、アルバイト、

これだけやっているんですね。この下を見てください。同じ日にすごくやっています。特に、二枚ほ

どめくっていただいて、循環器病センターの臨床研究開発部長、この方はもう連日ですよ、連日。

金額も十万円以上。これは詳細を見せてくれと言ったら、十時間討論したとか、国会でも一時間趣

旨説明すると大分ブーイングが出るようでありますけれども、十時間討論をするというのはなかなか

物理的に難しいし、五時間講演をするというのは、聞いている方も嫌になる。本当にこれだけの講

演をしたり原稿用紙の枚数を書いたりしているのかどうか。これは確認をしているのか。これは後で

しっかり答弁いただきたいと思います。

　また、委員長に、理事会で諮っていただきたい。

　この臨床研究開発部長、まだ御在職のようでありますから、ぜひ参考人で、どういう勤務状況でこ

んな連日行けるのか、理事会で、お呼びいただけるかどうか御協議いただきたいと思います。

○吉野委員長代理　その件については、理事会で協議をいたします。

○岡本（充）委員　その上で、最後に、研究者の処遇についてもです。最後は研究者です。

　研究者、先ほどもお話ししました、一つの部門について五、六人から、少ないところだと一人とい

うところもある。論文も、ファーストオーサーで見ますとそれぞれに御努力はされているようでありま

すけれども、かなり濃淡がある。こういった中で、先ほどの話で、優秀な研究者を高い金額で集め

るというのは難しいし、きょうは人事院にもお越しいただいています。給与体系のあり方も、本当に

優秀な方を獲得するのであれば、この給与ではやはり安いんじゃないか。

　また、そういう意味では、ポストについてもちょっとお伺いするということで来ていただいています

けれども、ポストも、日本が本当に研究開発をして、日本のある意味での知的財産をより高めてい

くためには、今のポスト数では少ないんじゃないか、こういう懸念を持っています。

　先ほどの話、もっと海外から優秀な研究者が来られるようなそういうポストの設定、それから給与

体系のあり方。それから、医師もこういうふうなアルバイトの状況、これはけしからぬ話なんです。こ

の実態は、後刻もう少し詳しく報告を求めるようにしていますし、どうやら、きょうの夕方でよろしい

んですね、きょうの夜には資料がいただけると私は聞いておりますけれども、この現状も含めてごら



んいただいて、これではやはりまずい。そういうことも含めて、今の給与水準を含め、さらなる見直

しをお願いしたいと思います。

　それぞれ三方から御答弁を求めて、質問を終わりたいと思います。

○吉田政府参考人　今先生の方から医師の給与水準についての御質問がございました。

　国家公務員である医師の給与につきましては、基本給である俸給月額を初めとしまして、地域

手当の特例措置、これは全国一律に一五％の水準にするということにしております。そのほか、医

師の人材確保のために、初任給調整手当ということで、事実上俸給に相当するような額を積み増

しておりまして、全体として、民間の勤務医の給与水準との均衡や公務の人材確保の必要に配慮

して水準設定を行ってきている経緯がございます。

　先生今お話がございましたように、現在、国立高度専門医療センターの三十代半ばの医師の月

収は約六十二万円、超勤手当等込みで約七十九万円、年収で申しますと約九百九十万円、超勤

手当込みで約千百九十六万円ということになっております。これは、民間の方について、最新の賃

金構造基本統計調査、平成十八年のものでございますが、これと比べた場合に、同じ年齢階層、

三十五歳から三十九歳というところで見ますと、月額で七万円ぐらい民間が上回っておりますが、

年収で見ますと逆に公務員の方が六十万円程度高くなっているという状況もございます。

　近年の国立病院の独法化の結果、非現業の公務員の医師の数は減少しておりまして、高度専

門医療センター、国立ハンセン病療養所など特定の組織に限ってきております。こうした状況を踏

まえますと、国の機関に勤務する医師の給与につきましては、民間準拠を基本としつつ、既に独

法化されたこれらの組織の医師の給与との均衡も考慮していく必要があると考えております。

　今般、厚労省からは、民間や国立病院機構の医師の給与の状況及び人材確保の必要性を踏ま

えて給与の改善要望が行われておりますので、近年の医師をめぐる情勢の急激な変化の中で、

御指摘のように、これらの医師の処遇の不満というようなものがございますれば、人材確保に支障

が生ずる状況があるかどうか等を含めて、詳細な検討をしていきたいというふうに考えております。

（岡本（充）委員「研究職についても検討する」と呼ぶ）まだ特に要望を受けておりませんが、必要

に応じて対応してまいりたいと思います。

○川原田政府参考人　先生御指摘の、研究者のポスト、給与の件でございますけれども、研究者

あるいはポスドクなどの職務内容というのは非常に多様でありますので、能力、実績の公正な評価

に配慮しつつ、受け入れた各研究機関において定められているというものでございます。

　ただ、文部科学省としましては、優秀な研究者が十分に活躍できる、そういう場を提供して、その

能力に応じた給与の措置、あるいは強力な研究支援体制の整備が重要であるというふうに認識し

ておりますので、例えば、第三期の科学技術基本計画等を踏まえまして、ポストドクターなどの若

手研究者に対する経済的な支援とか、あるいは若手研究者の自立して研究に専念できるような環

境の整備とかといったことに引き続き取り組んでまいりたいと思っておりますし、その能力を最大限

に発揮できるような施策の充実に努めていきたいというふうに思っています。

○外口政府参考人　アルバイトの問題でございますけれども、講演等を行う場合には勤務時間外

等、日常業務に支障がない範囲内で行い、平日の勤務時間内に講演を行う場合には年次休暇を

取得して行うこと、これが必要でございます。

　御指摘の事例につきましては、出勤状況等を調査するようにという御指示をいただいております

ので、今調査中でございます。

○岡本（充）委員　ぜひそれを早急にお出しいただいて、審議をまたさせていただきたいと思いま

す。

　ありがとうございました。



○吉野委員長代理　午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

　　　　午後零時十六分休憩

　　　　　――――◇―――――

　　　　午後一時三分開議


